
６の(1)関係 

 

例１ 屋内展示場で一時的に演劇やコンサートを行う場合には、禁止される用途の「劇場」と

してとらえます。また、 「事務所」や「倉庫」などに使用する場合は、禁止される用途に

はなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２ 倉庫で一時的に展示会を行う場合は、禁止される用途の「屋内展示場」として 

とらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６の(2)関係 

 

例１ 施行令別表第１の４項の防火対象物で、Ｂについては、飲食店（公衆の出入りする部分

が１５０㎡以上の場合）の規制対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理権原者が同一 

Ａ 売場（主たる用途） 

Ｂ 売場から除外される飲食用途（従属的部分） 

 

 

例２ ＡとＢの管理権原者が別で、施行令別表第１の扱いが単項の４項となる防火対象物であ

るが、Ｂの部分は飲食店（公衆の出入りする部分が１５０㎡以上の場合）の規制対象とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           管理権原者が別 

Ａ 百貨店等 

Ｂ 飲食店（床面積が３００㎡未満及び全体の１０％未満） 

 


